
6月23日から29日は男女共同参画週間です

第2次笠間市男女共同参画計画を策定しました

　男女共同参画推進本部（内閣府男女共同参画局）は、平成11年6月23日に「男女共
同参画社会基本法」が公布・施行されたことから、毎年6月23日から29日までの1週
間を男女共同参画週間と定めています。
　職場、学校、地域、家庭で、男女がお互いを尊重し、個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」への理解を深める週間です。私たちのまわりの男女のパートナーシッ
プについて、この機会に考えてみませんか？　

　男女共同参画社会の形成に向けて取り組むべき施策の方向を明らかにし、計画的に推進するため、平成
25年度から平成29年度までを計画期間とする第2次笠間市男女共同参画計画を策定しました。

【基本目標1】男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり
　　　　　　〈事業目標〉・男女共同参画の意識啓発	・男女間におけるあらゆる暴力の根絶	・女性の健康支援

【基本目標2】あらゆる分野において男女が協力し合う社会づくり
　　　　　　〈事業目標〉･政策方針決定過程への女性の参画	・男性にとっての男女共同参画
　　　　　　　　　　　･子どもにとっての男女共同参画	・地域社会における男女共同参画

【基本目標3】男女が共に働きやすい環境づくり
　　　　　　〈事業目標〉・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
　　　　　　　　　　　・就業への支援
計画の詳細については、各図書館および市公式ホームページで閲覧いただけます。
ホームページアドレス　http://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=907

【問合せ】秘書課　男女共同参画推進室（内線225）

男女共同参画人材バンクへの登録者を募集します
　笠間市では、市の政策や方針決定の場である審議会に、女性の意見・アイデアを反映させていくため、
女性委員の登用を進める、人材バンク登録制度があります。審議会等の女性委員の候補者を選ぶときの人
材情報として活用しており、現在37名の方が登録しています。
　あなたの持つ経験や能力を、市政にいかしてみませんか。ご応募をお待ちしています。
◎応募資格　満20歳以上の女性で市内在住・在勤の方、または市内の団体に所属する方

男女共同参画推進事業者を募集します
　笠間市では、仕事と家庭の両立に配慮し、男女がともに安心して生き生きと働くことができる職場環境
づくりに取り組んでいる事業者を「笠間市男女共同参画推進事業者」として認定しています。積極的な応
募をお待ちしています。
笠間市男女共同参画推進事業者（18事業者）
　H19認定　イオンリテール（株）イオン笠間店、（株）カスミ笠間店、茨城県信用組合友部支店
　H20認定　アイ・エヌ・エス（株）、（有）ナガタフーズ、キヤノンモールド（株）
　H21認定　（株）宍戸国際ゴルフ倶楽部、不二製油（株）関東工場、昭和造園土木（株）
　H22認定　（株）新茨中、（株）小田喜商店、キャニヨン（株）茨城工場
　H23認定　（株）ヤナカ、橋本精密工業（株）、関東セキスイハイム工業（株）
　H24認定　日新シャーリング（株）茨城工場、社会福祉法人自立奉仕会	茨城福祉工場、
　　　　　　医療法人社団誠芳会	石本病院
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